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広域予備率低下時の追加供給力対策について

1. 電力の需給運用において、需要の増加等により需給の状況が厳しくなることが見込まれる場合に

は、一般送配電事業者が広域予備率の状況に応じて追加供給力対策を実施。

2. このうち、広域予備率８％未満が実施の判断基準となっている「発動指令電源の発動」は、容量

市場のリクワイアメントに基づき、12回/年度の発動上限が設けられているが、東京エリアにお

いては9月24日時点で既に10回、中部エリアでは９回発動している。

3. このため、今後も、気象条件等により広域予備率が低下した際に「発動指令電源の発動」を追加

供給力対策として活用できるよう、 東京エリアについては9月13日から、中部エリアについて

は９月24日から実施の判断基準を広域予備率５％未満としている。

4. 加えて、他エリアにおいても発動指令電源の発動の回数が多くなってきており、特に広域予備率

が低下する局面において、効果的に追加供給力対策を実施するためにも、2024年度中に関して

は、実施の判断基準を暫定的に広域予備率５％未満としてはどうか。

5. なお、2024年度の電力需給の運用に関しては、現在、電力広域機関と連携して、週間予備率等

が低下する詳細な要因の分析を行うとともに、追加供給力対策（増出力運転・ピークモード運転、

揚水発電機の運用切替、余力活用電源の追加起動等）の実施の判断基準見直し等、必要な対応策

の検討を進めていく予定であり、後日、本小委員会においても御議論いただく予定。
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（参考）発動指令電源の発動回数

出典先：電力広域機関提供資料を基に資源エネルギー庁作成

• 発動指令電源は１つのエリアにつき、２グループに分けられており、各グループの発動回
数の上限が12回となっている。

※各エリアで２グループのうち、回数の多いグループの発動回数を記載
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（参考）追加供給力対策（変更後）
⚫ 各種追加供給力対策の前から実需給開始までに検討する対策※1の順序と実施判断基準の予備率については以下のとおり。
⚫ また、追加供給力対策については発動を決定したものから随時予備率に加味していく。

変更点

「需給ひっ迫融通」は、広域予備率としては
ひっ迫に至らない状況でも実施されることが
あり、実施内容と名称に齟齬があるとの指摘
があるため名称の変更を検討する。
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